
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａ提出の上告趣意について。

　右は結局量刑の寛大を求むるに帰着するものと解せられるが、かゝる主張は日本

国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項の規定に

よつて、当裁判所に対する上告の理由となすことのできないものであるから、これ

を採り上げるわけにはゆかない。

　よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判

決する。

　この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
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